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に
細
則
、

及
び
居
合
道
試
合

・
審
判
運
営
要
領
の

改

正

に
つ
い
て

全
日
本
剣
道
連
盟
　
居
合
道
委
員
会

【一軸肥
　
　
し日
】

現
在
運
用
さ
れ
て
い
る

「居
合
道
試

合

・
審
判
規
則
、
同
細
則
、
居
合
道
試

合

・
審
判
運
営
要
領
」
（平
成
２４
年
４

月
１
日
施
行
）
に
つ
い
て
、
施
行
か
ら

１０
年
が
経
ち
、
現
在
で
は
試
合

・
審
判

を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
し
て
き
て
い

る
ｃ
そ
れ
に
従
い
、
よ
り
適
切
な
方
法

に
改
め
る
た
め
、
本
規
則
並
び
に
細
則

及
び
要
領
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

※
以
下
に
改
正
後
の
条
文
と
改
正
理
由

を
併
記
す
る
ｃ

○

「居
合
道
試
合

・
審
判
規
則
」

第
１
編
　
試
　
合

第
２
章
　
試
　
合

第
２
節
　
勝
敗
の
決
定

（勝
敗
の
決
定
）

。
改
正
箇
所
　
第
ｎ
条
３
項

３
．
試
合
時
間
を
超
過
し
た
場
合
、

演
武
終
了
後
、
審
判
員
合
議
の
う
え
、

時
間
を
超
過
し
た
方
を
負
け
と
し
、
双

方
が
超
過
し
た
場
合
は
、
１
に
よ
り
判

定
す
る
。

。
改
正
理
由

第
２
項
の
文
言
に
合
わ
せ
る
。

第
４
一早
　
補
　
則

付
則

・
改
正
箇
所
　
第
３
項

３
．
こ
の
規
則
は
令
和
５
年
６
月
２

日
か
ら
改
定
施
行
す
る
。

・
改
正
理
由
　
第
３
項
を
追
加
。

○

「居
合
道
試
合

・
審
判
綱
則
」

第
１
編
　
試
　
合

第
１
章
　
総
　
則

（試
合
場
）

。
改
正
箇
所
　
第
１
条
４
項

４
．
試
合
場
の
外
側
に
原
則
と
し
て

３
メ
ー
ト
ル
以
上
の
余
地
を
設
け
る
。

。
改
正
理
由

平
成
１２
年
に
追
加
さ
れ
た
全
日
本

剣
道
連
盟
居
合
１１
本
目
の
技
が
大
き

く
前
に
進
む
技
で
あ
り
、
審
判
員
の
安

全
確
保
の
た
め
、
距
離
を
２
メ
ー
ト
ル

か
ら
３
メ
ー
ト
ル
ヘ
変
更
。

。
改
正
箇
所
　
第
１
条
５
項

５
．
試
合
場
の
開
始
線
の
長
さ
お
よ

び
開
始
線
の
位
置
な
ど
は
、
第
１
図
の

と
お
り
と
す
る
。

・
改
正
理
由
　
図
の
修
正
。

第
２
編
　
審
　
判

第
２
章
　
審
　
判

第
３
節
　
合
議

・
異
議
の
申
し
立

て
事
項

（異
議
の
申
し
立
て
）

。
改
正
箇
所
　
第
１７
条

規
則
第
３１
条

（異
議
の
申
し
立
て
）

の
時
機
は
、
当
該
試
合
の
主
審
の

「判

定
」
の
宣
告
の
前
ま
で
と
し
、
そ
の
要

し

領
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

。
改
正
理
由

異
議
申
し
立
て
の
時
期
に
つ
い
て
、

よ
り
適
切
な
方
法
に
修
正
。

第
４
章
　
補
　
則

付
　
則

・
改
正
箇
所
　
第
２
項

２
．
こ
の
規
則
は
令
和
５
年
６
月
２

日
か
ら
改
定
施
行
す
る
。

・
改
正
理
由
　
第
２
項
を
追
加
。

○

「居
合
道
試
合

・
審
判
運
営
要
領
」

『入
場
等
』

試
合
者
要
領

・
改
正
箇
所
　
第
１
項

１
．
試
合
者
は
、
所
定
の
試
合
場
に

お
い
て
待
機
し
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
の

礼
を
行
い
、
呼
び
出
し
に
応
じ
て
、
試

合
場
外
の
待
機
線
で
、
待
機
し
、
携
刀

姿
勢
で
試
合
場
に
入
り
、
開
始
線
の
位

置
に
つ
く
．

開
始
線
と
は
、
試
合
者
が
主
審
の
宣

告
に
よ
り
試
合
の
開
始

。
中
止

・
合
議

な
ら
び
に
演
武
を
終
了
し
、
判
定
を
待

つ
と
き
に
位
置
す
る
長
さ
３０
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
赤
と
自
の
線
を
言
う
‘

試
合
者
が
開
始
線
に
立

つ
位
置
は
、

開
始
線
手
前

（ほ
ぼ
３０
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
と
す
る
．

・
改
正
理
由

よ
り
適
切
な
も
の
に
改
め
る
た
め
、

試
合
者
の
相
互
の
礼
は
あ
ら
か
じ
め
の

実
施
に
変
更
ｃ

ヽ

審
判
員
要
領

。
改
正
箇
所
　
第
１
項
並
び
に
第
１
図

１
．
審
判
員
が
入
場
す
る
場
合
は
、

主
審
を
中
央
に
審
判
旗
を
右
手
に
持
ち

整
列
し
、
審
判
員
相
互
の
礼
の
後
、
正

面

へ
の
礼
を
行
い
、
入
場
す
る
。

（第
１
図
　
審
判
員
の
入
退
場
お
よ
び

整
列
と
交
替
要
領
）

。
改
正
理
由

よ
り
適
切
な
も
の
に
改
め
る
た
め
、

審
判
員
相
互
の
礼
を
追
加
し
、
「
定
位

置
」
と
い
う
表
現
を
変
更
。
図
の
修
正
。

・
改
正
箇
所
　
第
２
項

２
．
交
替
す
る
場
合
は
、主
審
の
「勝

負
あ
り
」
の
宣
告
の
後
、
入
場
す
る
。

・
改
正
理
由

入
場
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
揃
え
る
た
め

に
、
新
た
に
明
示
す
る
。

『審
判
員
の
旗
の
保
持
と
交
替
』

審
判
員
要
領

。
改
正
箇
所
　
第
２
項

２
．
審
判
員
交
替
の
場
合
は
、
審
判

旗
を
持

つ
て
退
場
す
る
。

。
改
正
理
由

よ
り
適
切
な
方
法
に
改
め
る
も
の
と

す
る
。

・
改
正
箇
所
　
第
３
項
並
び
に
第
１
図

３
．
交
替
し
て
審
判
員
と
な

っ
た
者

は
、
審
判
席
に
着
席
後
、
机
の
上
に
審

判
旗
を
広
げ
て
お
く
。

（第
１
図
　
審
判
員
の
入
退
場
お
よ
び

整
列
と
交
替
要
領
）
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。
改
正
理
由

よ
り
適
切
な
方
法
に
改
め
る
も
の
と

す
る
）
図
の
修
正
‐）

『開
　
始
』

審
判
員
要
領

・
改
正
筒
所
　
第
１
項
１１‐

。
開

田
１
試
合
場
の
場
合
は
、
最
初
の
試

合
者
お
よ
び
決
勝
戦
の
試
合
者
が
、
携

刀
姿
勢
で
開
始
線
手
前

（ほ
ぼ
３０
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
）
の
位
置
に
立

っ
た
と
き
、

審
判
長

・
審
判
主
任

・
審
判
員

（主
審

・
副
審
）
は
起
立
し
、
審
判
長
の
号
令

に
よ
り
正
面

へ
の
礼
を
行
う
。
そ
の
後
、

主
審
の
宣
告
で
試
合
を
開
始
す
る
．

②
２
試
合
場
以
上
の
場
合
は
、
最
初

の
試
合
者
お
よ
び
決
勝
戦
の
試
合
者
が
、

携
刀
姿
勢
で
開
始
線
手
前

（ほ
ぼ
３０
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
に
立
ち
、
全
体
が
揃

っ
た
と
き
、
審
判
長

・
審
判
主
任

・
審

判
員

（主
審

・
副
審
）
は
、
起
立
し
、

審
判
長
の
号
令
に
よ
り
正
面

へ
の
礼
を

行
う
。
そ
の
後
、
審
判
長
は
笛
な
ど
で

合
図
を
行
い
、
主
審
の
宣
告
で
試
合
を

開
始
す
る
。

・
改
正
理
由

よ
り
適
切
な
も
の
に
改
め
る
た
め
変

更
。

『中
　
止
』

審
判
員
要
領

。
改
正
箇
所
　
第
１
項
①

・
０

０
反
則
の
事
実

↑

削
除

ゝ

１６１
合
議

↑

削
除

。
改
正
理
由

田
に
つ
い
て
は
、
居
合
道
試
合
に
お

い
て
反
則
は
禁
止
行
為
の
事
実
に
含
ま

れ
、
実
際
の
運
用
で
は
演
武
終
了
後
、

合
議
を
以
て
対
処
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

試
合
中
に
反
則
の
事
実
に
よ
る
中
止
宣

告
を
行
う
ケ
ー
ス
は
想
定
さ
れ
な
い
た

め
、

‐６‐
に
つ
い
て
は
、
合
議
に
よ
る
中

止
は
発
生
し
な
い
た
め
共
に
削
除
．

。
改
正
筒
所
　
第
１
項
１２１
～
１５，

１１１
負
傷
や
事
故

‐２１
危
険
防
止

‐３，
日
本
刀
操
作
不
能
の
状
態

１４
異
議
の
中
し
立
て

。
改
正
理
由

前
記
ｍ
の
削
除
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ

番
号
を
繰
り
上
げ
て
再
付
番
．

『合
　
議
』

審
判
員
要
領

。
改
正
箇
所
　
第
２
項
③

③
試
合
者
の

一
方
が
指
定
技
間
違
え

を
し
、
も
う

一
方
が
試
合
時
間
超
過
し

た
場
合
、
も
し
く
は
双
方
が
、
指
定
技

間
違
え
ま
た
は
試
合
時
間
超
過
し
た
場

合
は
、
確
認
の
合
議
を
行
い
、
規
則
第

１１
条
第
１
項
に
よ
り
判
定
す
る
。

。
改
正
理
由

審
判
規
則
第
１１
条
第
２
項
、
第
３
項

が
同
時
発
生
し
た
場
合
の
運
用
と
し
て
、

わ
か
り
や
す
く
明
文
化
。
ま
た
、
こ
の

場
合
は
反
則
で
は
な
く
規
則
Ｈ
条
に
則

ヽ

っ
た
運
用
と
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
反
則

の
文
言
を
削
除
。

。
改
正
箇
所
　
第
２
項
□

悶
試
合
中
、
試
合
者
の
片
足
が
場
外

に
完
全
に
出
た
場
合
、
も
し
く
は
そ
の

疑

い
が
あ
る
場
合
、
合
議
を
行

い
確
認

す
る
。

・
改
正
理
由

副
審
に
よ

っ
て
は
見
づ
ら

い
場
合

の

確
認
や
見
落
し
防
止
と
し
て
文
言
追
加
ｃ

・
改
正
箇
所
　
第
２
項
１６１

●
試
合
途
中
に
合
議
の
必
要
を
生
じ

た
場
合
は
、
試
合

の
中
止
を
宣
告
し
、

‐１‐
‐２‐

の
要
領

で
合
議
を
行
う
．
↑

削

除
。

・
改
正
理
由

中
止
要
件
か
ら
の
合
議
削
除
に
伴

い

“
を
削
除
．

一一終
　
了
』

試
合
者
要
領

。
改
正
箇
所
　
第
１
項

１
．
試
合
者
は
、
試
合
を
終
了
す

る
場
合
、
携
刀
姿
勢
で
開
始
線
手
前

（
ほ
ぼ
３０
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
に
市

ち
、
主
審

の
宣
告

の
後
、
試
合
場
か

ら
退
場
し
、
正
座
し
て
相
互
の
礼
を
行

う
。

（第
２
図
　
試
合
者
の
交
替
要
領
）

・
改
正
理
由

よ
り
適
切
な
も
の
に
改
め
る
た
め
変

更
、
図
も
併
せ
て
修
正
．

審
判
員
要
領

・
改
正
箇
所
　
第
２
項

２
．
試
合
が
終
了
し
退
場
す
る
場
合
、

審
判
員
は
着
席
し
た
ま
ま
、
自
旗
を
中

に
赤
旗
を
外
に
し
て
両
旗
を
巻
き
、
審

判
旗
を
右
手
に
持
ち
退
場
し
た
後
、
主

審
を
中
央
に
整
列
し
、
正
面

へ
の
礼
を

行
い
、
審
判
員
相
互
の
礼
を
行
う
。

（第
１
図
　
審
判
員
の
入
退
場
お
よ
び

整
列
と
交
替
要
領
）

。
改
正
理
由

よ
り
適
切
な
も
の
に
改
め
る
た
め
、

か
つ
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
具
体
的

に
明
示
。
図
も
併
せ
て
修
正
．

『そ
の
他
の
要
領
』

試
合
者
要
領

。
改
正
箇
所
　
第
７
項

７
．
次
の
試
合
者
は
、
前
の
試
合
者

が
試
合
を
終
了
し
、
開
始
線
手
前

（ほ

ぼ
３０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
離
れ
退
場

す
る
時
、
試
合
場
外
で
前
の
試
合
者
と

左
側
通
行
で
交
差
す
る
よ
う
に
試
合
場

に
入
る
。

（第
２
図
　
試
合
者
の
交
替
要
領
）

・
改
正
理
由

よ
り
適
切
な
も
の
に
改
め
る
た
め
変

更
．付

　
則

付
　
こ
の

一
部
修
正
さ
れ
た
居
合
道

試
合

・
審
判
運
営
要
領
は
令
和
５
年
６

月
２
日
か
ら
改
定
施
行
す
る
。

・改
正
理
由
　
施
行
日
の
文
言
を
追
加
。
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②

第 1図 試合場 (基準 )

正 面 外側の点線は設営 卜の計測 目安

○

第 1図 審判員の入退場および整列と交替要領

正面    :[|「 1握il昌 :lgttlす

==c a ②==① ③ ②
l,        l↑         |↑      :有 側より入退場 時

||   ||   ||
||  ||  ||

① ③ ②
左側 より入退場 時

1 1

11

左 (赤)の試合場は選手入場
時.右 (白 )の試合場は選手退
場時の動線を表す.

試合者同士は試合場外 (行機
線より2～ 3m進ん前 眉)で .

左側通行ですれ違うようにして入退
i易する.

（
）

（
）③

①

第 4図 主審   第 4図 副審

Ｏ
赫

］一一獅
○
赫

帯
‥
　

　

選

転
‘
　
　
　
　
席

線
］
　

ヽ
ノ

宅

機．

く
達

○○

第 2図 試合者交替要領

正 面

『勝
敗
の
決
定
』

旗
の
表
示
要
領

・
改
正
箇
所
　
第
４
図
勝
敗
の
決
定

（勝

者
と
判
断
し
た
側
の
旗
の
表
示
要
領
）

一
・

杖
道
試
合

・
審
判
規
則
並
び
に
細
則
、

及
び
杖
道
試
合

・
審
判
運
営
要
領
の
改

正
に
つ
い
て

全
日
本
剣
道
連
盟
　
杖
道
委
員
会

「杖
道
試
合

・
審
判
規
則
」
第
１
編
試

合
の
第
１
章
総
則
の

（試
合
場
）
第
２

条
第
１
項

。
第
２
項
並
び
に

「杖
道
試

合

・
審
判
細
則
」
第
１
条
第
２
項
の
第

１
図
試
合
場

（基
準
）
を
、
次
頁
の
通

り
改
正
す
る
。

「杖
道
試
合

・
審
判
運
営
要
領
」
試
合

者
の

「仕
」
「打

一
交
代
要
領
を
、
次
頁

の
通
り
改
正
す
る
こ

O

○

○

○

＊

＊

＊

＊

＊

選手が交差する目安

一　

　

　

一

○
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６２
歳
。
新
潟
市
出
身
．

☆
茨
城
剣
道
連
盟

聰

一
滲

ン

第

一
高
等
学
校
教
諭
、
以
降
茨
城
県
内

の
公
立
高
等
学
校
教
論
、
数
頭
を
経
て

平
成
２３
年
十
浦
第
■
高
等
学
校
校
長
職

に
て
退
職
‥
全
日
本
剣
道
連
盟
常
任
理

事
お
よ
び
各
種
委
員
、
茨
城
県
剣
道
連

盟
副
会
長
を
歴
任
。
全
日
本
学
校
剣
道

適
盟
監
事
．
７２
歳
。
佐
賀
県
出
身
。

☆
秋
田
県
剣
道
連
盟

ぬ
猾

剌
摯

ｍ

に

（教
諭
）
、
同
５２
年
秋
田
高
校

（講
師
）、

同
５４
年
秋
田
北
中
学
校

（教
諭
）
、
同

５５
年
秋
田
市
立
高
校
、
同
７
年
秋
田
中

央
高
校
、
同
α
年
本
荘
高
校
、
平
成

６
年
秋
田
西
高
校
、
同
１３
年
秋
円
高
校

を
経
て
同
２３
年
退
職
。
同
年
、
秋
田
県

剣
道
連
盟
理
事
長
、
同
２８
年
同
連
盟
副

会
長
を
経
て
現
在
に
至
る
。

７２
歳
．
秋

田
県
大
館
市
出
身
。

６
月
ま
で
に
次
の
方
々
か
ら
中
古
剣
道

具
を
ご
寄
贈
頂
き
ま
し
た
。
誌
面
を
借
り

て
厚
く
御
礼
中
し
上
げ
ま
す
ｃ

（全
剣
連
事
務
局
）

寄
贈
者
名
簿

（敬
称
略
）

香
川
県
高
松
市
　
　
　
　
　
森
本
貴
也

兵
庫
県
尼
崎
市
　
　
　
　
　
川
端
敬
子

東
京
都
板
橋
区
　
　
　
　
　
平
松
夏
子

）

埼
玉
県
さ

い
た
ま
市

東
京
都
江
東
区

埼
玉
県
さ

い
た
ま
市

東
京
都
西
東
京
市

広
島
県
呉
市

埼
玉
県
さ

い
た
ま
市

神
奈
川
県
平
塚
市

埼
玉
県
上
尾
市

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

千
葉
県
船
僑
市

千
葉
県
四
街
道
市

埼
玉
県
伊
奈
町

山
口
県
下
松
市

東
京
都
墨
田
区

匿
住
所

」県
中
義
治

佐
藤
洋
祐

渡
邊
良
子

石
川
克
子

円
中
直
樹

渡
部
良
子

匿
名
希
望

匿
名
希
望

匿
名
希
望

匿
名
希
望

匿
名
希
望

匿
名
希
望

匿
名
希
望

匿
名
希
望

匿
名
希
望

○
第
７０
同
全
国
高
等
学
校
剣
道
大
会

期
日
　
３
日
巾
ヽ
６
日
日

会
場
　
よ
つ
葉
ア
リ
ー
ナ
十
勝

〔帯
広

市
総
合
体
育
館
〕
（北
海
道
帯
広
市
）

○
剣
道
七

・
六
段
審
査
会

期
日
　
５
日
田

（七
段
）

６
日
日

（六
段
）

会
場
　
謙
信
公
武
道
館（新

潟
県
上
越
市
）

○
講
師
要
員

（指
導
法
）
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

研
修
会

期
日
　
６
日
日

会
場
　
千
代
田
区
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

（東
京
都
千
代
田
区
）

○
令
和
５
年
度
全
国
高
等
学
校
定
時
制

通
信
制
体
育
大
会
第
５４
回
剣
道
大
会

期
目
　
７
日
□

会
場
　
日
本
武
道
館

ヽ

○
第
６５
回
全
国
教
職
員
剣
道
大
会

期
日
　
１０
国
内

会
場
　
松
江
市
総
合
体
育
館
（島
恨
県
一

〇
剣
道
八
段
審
査
会

期
Ｈ
　
Ｐ
□
・十‐上
・
１３
Ｈ
Ш

会
場
　
名
古
屋
一市
枇
杷
島
ス
ポ
ー
ツ

七
ン
タ
ー

（愛
知
県
）

○
杖
道
七

・
六
段
審
査
会

０
杖
道
中
央

・
地
区
講
習
会

期
日
　
メ
Ｈ
ふ二
（審
査
会
）

Ю
Ｆ
す

・
鋤
口
旧

（講
習
会
）

会
場
　
丘
（厚
県
立
武
道
館

０
第
５３
同
全
国
中
学
校
剣
道
大
会

期
日
　
１８
日
り
ヽ
２０
日
口

会
場
　
愛
媛
県
武
道
館

（松
山
市
）

○
第
３
回
女
子
強
化
訓
練
講
習
会

期
目
　
２２
日
¨
～
２５
日
［

会
場
　
筑
波
大
学
（茨
城
県
つ
く
ば
市
）

○
剣
道
七

・
六
段
審
査
会

期
目
　
２６
日
Ш

（七
段
）

２７
日
□

（六
段
）

会
場
　
福
岡
市
民
体
育
館

（福
岡
県
）

○
講
師
要
員

（試
合

・
審
判
）
関
東
ブ

ロ
ッ
ク
研
修
会

期
日
　
２６
日
［

・
２７
日
Ｕ

会
場
　
小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
同
武
道
館

（山
梨
県
甲
府
市
）

○
第
５８
同
全
国
高
等
専
門
学
校
体
育

大
会
剣
道
競
技

期
日
　
２６
日
ｍ

・
２７
日
ｕ

会
場
　
千
葉
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
武
道
館

（千
葉
県
千
葉
市
）

○
剣
窓
編
集
小
委
員
会

（２７
日

・
リ
モ
ー
ト
）

一一割
窓
一一
編
集
関
係
に
つ
、ヽ
て
、
そ
つ

十
｝

一顕

彰

状

の

贈

呈

全
剣
連
で
は
、
一
な
二
・う

生
前
の
オ

道
普
及

・
発
展

へ
の
功
労
に
対
し
、
顕

彰
状
を
贈
呈
し
ま
し
た
こ

☆
土
屋

一
徳
氏
　
神
奈
川
県
剣
道
連
盟

（剣
道
教
士
、
６
月
１２
日
ご
逝
去
、

８１

歳
）

★
佐
藤
照
治
氏
　
長
崎
県
剣
道
連
盟

（剣
道
教
士
、
剣
道
有
功
賞
受
賞
者
　
６

月
２９
日
ご
逝
去
、

９３
歳
）

訂
　
正

田
　
７
月
号
３１
頁
４
段
目

「
笠
　
日

向
子
（法
政
大
γ
岩
本
瑚
々
（慶
応
大
）
」

は
正
し
く
は

「笠
　
日
向
子

（筑
波
大
）

・
岩
本
瑚
々

（筑
波
大
）
」
で
す
。

以
上
お
詫
び
し
て
訂
正
致
し
ま
す
。

居
合
道
、
杖
道
試
合

・
審
判
規
則
改

定

（
１２
ヽ
１５
頁
参
照
）
に
伴

い
、
７

月
２４
日
よ
り
全
剣
連
オ
ン
ラ
イ
ン
シ

ョ
ッ
プ
に
て
販
売
い
た
し
ま
す
。

○
居
合
道
試
合

・
審
判
規
則
／
同
細
則

・
価
　
格

一
税
込
５００
円

。
発
行
日

¨
令
和
５
年
６
月
２
日

○
杖
道
試
合

・
審
判
規
則
／
同
細
則

・
価
　
格

¨
税
込
５００
円

。
発
行
日

一
令
和
５
年
６
月
２
日

詳
細
は
全
剣
連
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ツ

プ
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

-35-

中

古

一

８

月

７

月

日

６

月

日

ら

居
合
道
、
杖
道
試
合

・
審
判
規
則

販
売
開
始
の
お
知
ら
せ


